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配偶者控除を受けた生前贈与財産

Q:私は、昨年の12月に夫から2.600万円

の住宅の贈与を受けました。これについては

2,000万円の贈与税の配偶者控除の適用を受

け 、 119万円の贈与税を支払いました。

今年、夫が死亡したのですが、この住宅は

全額が生前贈与財産として相続税の課税価格

に算入されるのでしょうか。

A.:贈与税の配偶者控除を受けた部分の金

額は、相続税の課税価格に算入されません。

【解説】

相続や遺贈により財産を取得した人が、そ

の相続開始前3年以内にその被相続人から贈

与によって財産を取得している場合は、その

贈与により取得した財産の価額を相続税の課

税価格に算入して、その人の相続税額を計算

することとされています。

ただし、相続開始前3年以内に被相続人か

ら贈与によって財産を取得した人が被相続人

の配偶者で、その財産について贈与税の配偶

者控除の適用を受けている場合には、その贈

与財産の価額のうち、その贈与税の配偶者控

除を受けた金額に相当する部分は、贈与を受

けなかったものとみなされ、相続税の課税価

格に算入されないことになっています。

ご質問の場合には、配偶者控除2,000万円

の適用を受けていますので、これを控除した

600万円が相続税の課税価格に算入され、贈

与税額119万円が相続税額から控除されるこ

とになります。
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